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（過去の浸水被害について） 

・雨水貯留槽満水による被害を調べてはどうか。また、平成 11年（1999年）の福岡の水害

でも電気設備に被害があった。 

・電気室の給排気口など外壁の穴からの浸水なども見落とさないようにしてほしい。 

・失敗事例も調査すると良い。 

・浸水エリア内で、被害を免れた公共建築物などから役立つ情報を収集できるのではないか。 

・不動産協会の報告書を参考に、ハザードマップを踏まえて水害対策を行っているデベロッ

パーが多いのではないか。 

 

（ガイドラインの対象について） 

・対象とする建築物は高層ビルだけなのか。低層の建築物であっても高齢者がエレベーター

を使うことが想定されるため、対象とすべきではないか。 

 ⇒高圧受電設備を有する建築物を想定している。戸建住宅は想定していないが、エレベー

ターのある中低層の建築物にも対策を応用可能と考えている。特殊性があればご議論い

ただきたい。 

・洪水ハザードマップで示されている浸水深は、1000 年に 1 回程度発生する最大浸水深が

基本となりつつある。防災拠点では対応が必要かもしれないが、一般の集合住宅に要求す

るとかえって対策意欲を削ぐことになり得る。想定する浸水深の扱いが大切ではないか。 

・電気設備を考えた場合、外力としては、都市部の外水氾濫を想定するよりも、規模の大き

い内水氾濫をイメージして対策を考えてはどうか。 

 

（浸水対策の整理について） 

・浸水対策は、「建築物内に水が入らないようにする」、「少し入っても排水できるようにす
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る」、「浸水しても早期に復旧しやすくする」といった、3段階にレベル分けして考えては

どうか。 

・浸水対策の観点からすると、電気室を上部に配置することは良いが、地震時に電気室の機

器が倒れやすくなるなど、一概に上部に配置することが良いとは言えない。浸水対策の観

点だけではなく、地震や火災などに対する総合的な安全性を考慮して、バランス良く整理

するべきである。 

・対策を時間軸上に整理し、浸水前、浸水時、浸水後における対応といったタイムラインを

示してみてはどうか。 

・建物・設備の機能・重要度に応じた対策をマトリックスに整理してはどうか。 

 

（具体的な浸水対策について） 

・新 JIS（浸水防止用設備建具型構成部材）においては、浸水対策は避難時間の確保を想定

しているため、新 JIS適合のドア等でも、ある程度漏水する。長時間の浸水が続いた場合

の対応は別途検討する必要がある。 

・止水板と排水ポンプの組み合わせも、特に既存建築物の対策としては考えられるのではな

いか。一方で、排水ポンプを稼働させるための電力確保も考える必要がある。 

・地下にある配管の貫通穴の水処理も考えなくてはならない。特に、貫通部分は防火区画が

なされているが、配管まわりの水処理ができているかは不明。 

・エリア単位での電力融通の取組みは、興味深い。電源車アクセスポイントなどの電源供給

の多様化も参考になる。 

・マンションでは地下部は住宅用途の床面積の 1/3までが容積率に不算入となるため、電気

室は地下部に設置される傾向がある。地上階に設置するためのインセンティブで誘導でき

ないか。 

・「ハザードマップを見ましょう」など、大前提として、想定される浸水深よりも高い場所

に設置することが重要である旨を記載すべきではないか。 

・ガイドラインや事例には、止水板を立てるまでのマニュアルなど、動作についても記載す

べきではないか。 

・マウンドアップは、止水板を設置するための時間を確保するための対策とも考えられる。

対策と併せた人の動きも考えるべきではないか。 

 

 

以上 


